
   制限付き一般競争入札の資格要件設定に係る測量コンサルタント業務委

託の配置予定技術者設定マニュアル 

 

このマニュアルは、佐倉市制限付き一般競争入札資格要件設定基準（平成１９

年８月１日施行）第５条の２第２項の規定に基づき、測量コンサルタント業務委

託の制限付き一般競争入札に係る参加資格要件に配置予定技術者を設定しよう

とする場合における標準的な考え方を示すものである。 

 

１ 対象事業 

「測量コンサルタント名簿」の登録業種すべてを対象とし、配置予定技術者

要件の設定については、個別の事業の内容を勘案して判断するものとする。 

 

２ 配置予定技術者の対象とする技術者 

管理技術者及び照査技術者とする。ただし、照査技術者を置かない場合は、

管理技術者とする。 

 

３ 配置予定技術者の要件とする資格 

配置予定技術者の要件とする資格は、「測量コンサルタント名簿」の登録業

種に応じ、別紙「技術者資格一覧」に記載の技術者資格から選択するものとす

る。ただし、事業の性質又は目的から、一覧にない技術者資格を要件として設

定することを妨げない。 

 

４ 配置予定技術者の雇用関係 

配置予定技術者は、入札参加事業者との間に直接的、継続的な雇用関係にな

ければならない。なお、直接的、継続的な雇用関係とは、次に示す雇用関係を

いう。 

直接的な雇用関係 配置予定技術者と所属事業者との間に第三者の介入す

る余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、

労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいう。 

継続的な雇用関係 入札の公告日時点で所属事業者との間に３ヶ月以上の

雇用関係が継続されていることをいう。なお、合併、営

業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属事業者の

変更があった場合は、変更前の事業者との間の雇用期

間も含め、３ヶ月以上の雇用関係が継続されているこ

とをいう。 

 

４ 配置予定技術者の専任又は手持ち事業数の制限 

（１）配置予定技術者に対し、事業への専任は求めない。 



（２）配置予定技術者の手持ち事業数については、制限を設けない。 

 

５ 配置予定技術者の資格要件の確認方法 

契約担当課は、入札参加申請時に、受注者に次の書類を提出させて資格要件

を確認するものとする。なお、配置予定技術者は、入札する事業１件につき、

管理技術者、照査技術者それぞれ２名まで申請を受け付けるものとする。 

提出書類 ①配置予定技術者の資格証等の写し 

     ②健康保険被保険者証又は健康保険被保険者標準報酬決定通知

書若しくは住民税特別徴収税額通知書の写し等、入札参加事

業者と配置予定技術者との間に直接的、継続的な雇用関係が

あることを証明する書類 

 

６ 技術者の配置及び変更 

（１）契約後に配置する技術者は、入札時に配置予定技術者として申請した者

とする。 

（２）契約後の技術者の変更は、原則として認めない。ただし、技術者の死亡、

疾病、退職、出産、育児、介護等やむを得ない理由による場合に限り、発

注者の承諾を得て技術者を変更することができるものとする。この場合

において、変更後の技術者は、変更前の技術者と同等以上の能力と経験を

有する者とする。 

 

７ 補則 

このマニュアルに定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度関係

部局と協議し定めるものとする。 

 

附 則（令和６年３月１４日決裁 佐契第１２２６号） 

このマニュアルは、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 



○技術者資格一覧

大分類 中分類 業の許可 技術者資格の例

測量一般 測量士

地図の調整

航空測量

建築一般 一級建築士（構造設計一級建築士、設備設計一級建築士を含む。）

意匠 二級建築士（建築士法第３条の２、第３条の３に該当する建築物）

構造 木造建築士（建築士法第３条の３に該当する建築物）

暖冷房

衛生 建築設備士

電気 （暖冷房、衛生、電気、機械積算、電気積算、工事監理（電気）、

建築積算 　工事監理（機械））

機械積算

電気積算

調査

工事監理（建築）

工事監理（電気）

工事監理（機械）

耐震診断

地区計画及び地域計画

技術士（建設：河川、砂防及び海岸・海洋）

技術士（総合技術監理：建設一般　河川、砂防及び海岸・海洋）

RCCM（河川、砂防及び海岸・海洋）

国土交通省登録資格

技術士（建設：港湾及び空港）

技術士（総合技術監理：建築一般　港湾及び空港）

［建設コンサルタント登
録規程第2条］

港湾

　測量・コンサルタント業務委託の入札参加資格要件として、配置予定技術者を設定しようとする場合の技術者資格の一例を示す。

　なお、本一覧にない技術者資格を資格要件として設定することを妨げるものではない。

　一覧中の「国土交通省登録資格」は、国土交通省の公表する「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿」に記載の
技術者資格を指す。

測量

建築関係建設コン
サルタント

土木関係建設コン
サルタント

河川・砂防及び海岸

測量業者
（測量法第55条）

建築士事務所
（建築士法第23条）



大分類 中分類 業の許可 技術者資格の例

RCCM（港湾及び空港）

国土交通省登録資格

技術士（建設：電力土木）

技術士（総合技術監理：建設一般　電力土木）

RCCM（電力土木）

技術士（建設：道路）

技術士（総合技術監理：建設一般　道路）

RCCM（道路）

国土交通省登録資格

技術士（建設：鉄道）

技術士（総合技術監理：建設一般　鉄道）

RCCM（鉄道）

技術士（上下水道：上水道及び工業用水道）

技術士（総合技術監理：上下水道一般　上水道及び工業用水道）

RCCM（上水道及び工業用水道）

技術士（上下水道：下水道）

技術士（総合技術監理：上下水道一般　下水道）

RCCM（下水道）

国土交通省登録資格

技術士（農業：農業農村工学）

技術士（総合技術監理：農業一般　農業農村工学）

RCCM（農業土木）

技術士（森林：森林土木）

技術士（総合技術監理：森林一般　森林土木）

RCCM（森林土木）

技術士（水産：水産土木）

技術士（総合技術監理：水産一般　水産土木）

RCCM（水産土木）

技術士（建設：都市及び地方計画）

技術士（総合技術監理：建設一般　都市及び地方計画）

［建設コンサルタント登
録規程第2条］

港湾

電力土木

道路

鉄道

森林土木

水産土木

造園

上水道及び工業用水道

下水道

農業土木

土木関係建設コン
サルタント



大分類 中分類 業の許可 技術者資格の例

RCCM（造園）

国土交通省登録資格

技術士（建設：都市及び地方計画）

技術士（総合技術監理：建設一般　都市及び地方計画）

一級建築士

RCCM（都市計画及び地方計画）

国土交通省登録資格

技術士（応用理学：地質）

技術士（総合技術監理：応用理学一般　地質）

RCCM（地質）

国土交通省登録資格

技術士（建設：土質及び基礎）

技術士（総合技術監理：建設一般　土質及び基礎）

RCCM（土質及び基礎）

国土交通省登録資格

技術士（建設：鋼構造及びコンクリート）

技術士（総合技術監理：建設一般　鋼構造及びコンクリート）

RCCM（鋼構造及びコンクリート）

国土交通省登録資格

技術士（建設：トンネル）

技術士（総合技術監理：建設一般　トンネル）

RCCM（トンネル）

国土交通省登録資格

技術士（建設：施工計画、施工設備及び積算）

技術士（総合技術監理：建設一般　施工計画、施工設備及び積算）

RCCM（施工計画、施工設備及び積算）

技術士（建設：建設環境）

技術士（総合技術監理：建設一般　建設環境）

RCCM（建設環境）

国土交通省登録資格

［建設コンサルタント登
録規程第2条］

造園

施工計画・施工設備及び
積算

都市計画及び地方計画

地質

土質及び基礎

鋼構造物及びコンクリー
ト

トンネル

土木関係建設コン
サルタント

建設環境



大分類 中分類 業の許可 技術者資格の例

技術士（機械：機械設計）

技術士（機械：材料強度・信頼性）

技術士（機械：機構ダイナミクス・制御）

技術士（機械：熱・動力エネルギー機器）

技術士（機械：流体機器）

技術士（総合技術監理：機械一般　機械設計）

技術士（総合技術監理：機械一般　材料強度・信頼性）

技術士（総合技術監理：機械一般　機構ダイナミクス・制御）

技術士（総合技術監理：機械一般　熱・動力エネルギー機器）

技術士（総合技術監理：機械一般　流体機器）

RCCM（機械）

国土交通省登録資格

技術士（電気電子）

技術士（総合技術監理：電気電子）

RCCM（電気電子）

技術士（衛生工学：廃棄物・資源循環）

技術士（総合技術監理：衛生工学一般　廃棄物・資源循環）

RCCM（廃棄物）

交通量調査

環境調査 環境測量士（濃度）

分析・解析 環境測量士（騒音・振動）

宅地造成

資料等整理

施工管理

交通施設設計

技術士（建設：土質及び基礎）

技術士（総合技術監理：建設一般　土質及び基礎）

技術士（総合技術監理：建設一般　応用理学一般及び地質）

測量士

補償業務管理士（土地調査）

［建設コンサルタント登
録規程第2条］

廃棄物

補償関係コンサル
タント

土地調査 ［補償コンサルタント登
録規程第2条］

地質調査 ［地質調査業者登録規程
第2条］

土木関係建設コン
サルタント

計量証明事業者
（計量法第107条）

機械

電気電子



大分類 中分類 業の許可 技術者資格の例

不動産鑑定士

補償業務管理士（土地評価）

一級建築士

補償業務管理士（物件）

技術士（機械部門）

技術士（電気電子部門）

補償業務管理士（機械工作物）

公認会計士

税理士

補償業務管理士（営業補償・特殊補償）

一級建築士

補償業務管理士（事業損失）

補償関連 補償業務管理士（補償関連）

総合補償部門 補償業務管理士（総合補償）

不動産鑑定士

［］書きは必須ではない。

不動産鑑定業
（不動産の鑑定評価に関
する法律第22条）

補償関係コンサル
タント

不動産鑑定

機械工作物

営業補償・特殊補償

事業損失

［補償コンサルタント登
録規程第2条］

土地評価

物件


